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（目　　的）
第１条　　この規則は、当会社の取締役会の運営及び決議事項について定める。

（構　　成）
第２条　　取締役会は、取締役をもって構成する。

（監査役の出席）
第３条 ①　監査役は、取締役会に出席しなければならない。
②　監査役は、必要があると認めるときは取締役会において意見を述べなければならない。
　
（開　催　日）
第４条　　取締役会は、原則として３ケ月に１回開催する。ただし、必要ある場合は随時これを開催することができる。

（招集権者）
第５条 ①　取締役会は、取締役社長がこれを招集する。ただし、取締役社長に事故があるときは、あら
かじめ定めた順序により、他の取締役がこれを招集する。
②　各取締役及び各監査役は、議題及び理由を付した書面を招集権者に提出して取締役会の招集を請求することができる。
③　前項の請求のあった後５日以内に、請求の日より２週間以内を開催日とする招集通知が発せ
られなかったときは、請求した各取締役及び各監査役は自らこれを招集することができる。

（招集手続）
第６条 ①　取締役会の招集通知は、日時、場所及び議題を掲げ、各取締役及び各監査役に対し開催日よ
り３日前までに発するものとする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。
　　　 ②　取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集手続きを経ないでこれを開催することが
できる。

（議　　長）
第７条　　取締役会の議長は取締役社長がこれに当たる。ただし、取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに当たる。

（決議事項）
第８条 ①　取締役会の決議を要する事項は別表に定める。
　　　 ②　前項に掲げる事項につき、特に緊急を要する場合は、法令又は定款に抵触しない範囲で取締
役社長は取締役会の決議を経ないでこれを専行することができる。ただし、この場合には直後
の取締役会においてその承認を求めなければならない。

（取締役及び監査役以外の者の出席）
第９条　　取締役会が必要と認めた場合は、取締役及び監査役以外の者を取締役会に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

（決議の方法）
第10条 ①　取締役会の決議は取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもってこれを行う。
　　　　②　前項の決議につき特別の利害関係を有する取締役は、決議に参加することができない。この
場合、その取締役の数は、前項の取締役の数に算入しない。

（決議の省略）
第11条　　取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合において、当該提案につき取締役
　　　　 （当該事項について議決に加わることができる者に限る。）の全員が書面又は電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたとき（監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、当該提案を可決する旨の取締役会決議があったものとみなす。

（報告事項）
第12条 ①　取締役社長その他業務執行取締役は、次に掲げる事項について業務執行の状況を３ケ月に１
回以上取締役会に報告しなければならない。
　　　　　　 　1.　経営計画及び事業計画の進捗状況
             　2.　営業の状況
　　　　　　 　3.　経理・財務・損益の状況
　　　　　　 　4.　原燃料･資材の状況
　　　　　　 　5.　研究・開発の状況
　　　　　　 　6.　人事・組織・労政の状況
　　　　　　 　7.　その他
　　　　 ②　競業取引及び会社との取引を行った取締役は、その取引につき重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

（議　事　録）
第13条 ①　取締役会の議事については議事録を作成し、これを10年間本店に備置かなければならない。
②　議事録には、議事の経過の要領及びその結果並びに報告事項について記載し、出席した取締役及び監査役がこれに記名捺印しなければならない。
③　欠席した取締役及び監査役には、当該議事録写を回付するものとする。　

（事　務　局）
第14条　　取締役会に事務局を置き、総務部長がこれに当たる。

（変　更）
第15条　　この規則の変更は、取締役会の決議による。


付　則

① この規則は、２０１２年　６月　４日から施行する。
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（別表）

取締役会決議事項

１．代表取締役の選定及び解職
２．役付取締役の選定及び解職
３．取締役の委嘱・担当職務の決定及び変更
４．取締役会の招集権者・議長の代行順位
５．株主総会の招集権者・議長の代行順位
６．株主総会の日時、場所、議題及び議案
７．計算書類及び事業報告並びに付属明細書の承認
８．中間配当に関する事項
９．重要な財産の処分及び譲受け
10．多額の借財
11．重要な使用人の選任及び解任
12．組織の設置、変更及び廃止
13．重要な規程の制定及び改廃
14．予算の承認
15．重要な契約の締結及び変更
16．取締役の競業取引及び利益相反取引の承認
17．株主総会の決議により委任された事項
18．その他業務執行上重要な事項、法令又は定款に定められた事項
以上
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